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マダガスカル国アッチモ・アンドレファナ県における 

給水施設維持管理能力と衛生行動改善計画プロジェクトにかかる 

給水施設維持管理体制よび 3 年次活動についての 

国際協力機構（JICA）および 

マガダスカル国政府関係機関との間における 

議事録 

  
 
 
 

2011 年 03 月 11 日、アンタナナリボにて 

 
 
 
 
RANDRIAMAHERISOA Alain 
治水省総局長(RANOFIDIO ディレクター) 
 

 安藤 雄介 
プロジェクト総括 
 

   
証人 :   
   
   
佐々木洋介 
ミッション総括 
 

 TATA Venance                             
公衆保健省 環境保健課 課長                
 

   
   
RASOLOFONIAINA Stephen                
国民教育省 学校保健部 部長 
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2007 年 7 月 8 日に国際協力機構（以下 JICA という）とマダガスカル共和国政府機関との間

で調印された協議議事録（以下 R/D という）、2009 年 10 月 8 日に同じく両機関の間で調印さ

れた Revised R/D、更に 2011 年 2 月 15 日に調印された延長 R/D に基づき、「マダガスカル

国アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理能力と衛生行動改善計画プロジェ

クト」（以下プロジェクトという）について、JICA は、安藤雄介氏を総括とする日本人専門

家プロジェクトチームをマダガスカルに派遣した。JICA 本部はまた、佐々木洋介客員専門員

を総括とする運営指導調査団を、プロジェクトの試行すべき給水施設運営維持管理体制と第

3 年次の活動における協議を目的として派遣した。 

 
2011 年 3 月 11 日に、プロジェクトチームは治水省 Alain RANDRIAMAHERISOA 氏を議長とし

てアンタナナリボのモーテル・アヌシ会議場で合同調整委員会（以下 JCC という）を開催し、

第 2 年次におけるプロジェクトの活動内容が発表され、第 3 年次における活動方針のための

検討材料が協議された。 

 
1. 給水施設維持管理体制の検討を含む第 3 年次の活動について 

第 3 年次では、2011 年 7 月末を目処に、プロジェクトが構築を目指す給水施設運営維持管

理体制案を設定し、先方政府と合意を得る。その後、プロジェクト期間終了まで、合意した

体制を試行する。2011 年 5 月末までに体制の合意を得た場合に限り、体制の一部として民間

委託による給水施設運営維持管理を検討する。民間委託による給水施設運営維持管理を試行

するかについては、試行体制の合意後、パイロット候補であるコミューンとコミュニティの

意向を確認し、決定することとする。 
 
2. 給水施設運営維持管理体制に関する他パートナーとの意見交換 
上記体制の検討にあたり、ドナー、民間組織を含むパートナーから体制内の諸事項に関す

るアプローチ・方針についてヒアリングを行い、意見交換を行った。 
 
 

別添 1 :  JCC 参加者リスト 
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マダガスカル国アッチモ・アンドレファナ県における 

給水施設維持管理能力と衛生行動改善計画プロジェクトにかかる 

給水施設維持管理体制よび第 3 年次活動についての 

国際協力機構（JICA）および 

マガダスカル国政府関係機関との間における 

議事録 

  
 
 
 

2011 年 08 月 5 日、アンタナナリボにて 

 
 
 
 
RANDRIAMAHERISOA Alain 
治水省総局長 
(RANOFIDIO ディレクター) 

 安藤 雄介 
プロジェクト総括 
日本テクノ株式会社 

   
証人 :   
   
   
佐々木洋介 
ミッション総括 
JICA 

 TATA Venance                             
公衆保健省 環境保健課 課長                
 

   
   
RAVAOMARIA Florentine                   
国民教育省 調査担当 
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2007 年 7 月 8 日に国際協力機構（以下 JICA という）とマダガスカル共和国政府機関との間

で調印された協議議事録（以下 R/D という）、2009 年 10 月 8 日に同じく両機関の間で調印さ

れた Revised R/D、更に 2011 年 2 月 15 日に調印された延長 R/D に基づき、「マダガスカル

国アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理能力と衛生行動改善計画プロジェ

クト」（以下プロジェクトという）について、JICA は、安藤雄介氏を総括とする日本人専門

家プロジェクトチームをマダガスカルに派遣した。JICA 本部はまた、佐々木洋介国際協力専

門員を総括とする運営指導調査団を、プロジェクトの試行すべき給水施設運営維持管理体制

（以下「維持管理体制」という）と第 3年次の活動における協議を目的として派遣した。 

 

2011 年 8 月 5 日に、プロジェクトチームは治水省 Alain RANDRIAMAHERISOA 氏を議長としてア

ンタナナリボのモーテル・アヌシ会議場で合同調整委員会（以下 JCC という）を開催し、第

3 年次活動開始に係り、以下の点について両者合意に至った。 

 

1. 試行する維持管理体制 

別添 2の通り、第 3 年次に試行していく維持管理体制が承認された。 

 

2. 業務実施計画 

第 3年次に行う業務実施計画について専門家が説明を行い、その内容が承認された。 

 

3. PDM ver. 3 

別添 3の通り、PDM ver. 3 が承認された。 

 

4.民間委託運営維持管理の試行について 

民間委託運営維持管理試行に係り、以下の 2点について合意した。 

① パイロット候補コミューンにおける民間委託運営維持管理試行決定までのプロセス 

② 民間委託運営維持管理試行が決定した場合に、「マ」国政府と協議の上、当試行に係る詳

細計画を作成すること 

 

5. 「維持管理体制」確立の為の先方政府の対応とそれに係る日本政府からの協力について 

「維持管理体制」の確立の為に、先方政府は以下について対応をすることに合意した。 

① プロジェクト終了後に、DRE 職員によるコミューン給水担当者への能力強化を継続して実

施していけるよう、DRE は 2012 年の活動計画を策定し、治水省は PIP 予算登録を行う。 

② 治水省は DRE 職員の増員の為に必要な対応を行う。 

③ 日本側は、JICA マダガスカル事務所を通し、2012 年 PIP 予算登録の手続きに必要な支援

を行う。 

 

6. プロジェクトの延長について 

「マ」国側は、本プロジェクト期間延長の希望を表明し、日本側にこの検討を要請した。 

 

別添 1： JCC 参加者リスト 

別添 2：「維持管理体制」図 

別添 3： PDM ver. 3 
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MINUTES OF MEETING 
BETWEEN 

THE JOINT TERMINAL EVALUATION TEAM 
 AND  

THE AUTHORITIES CONCERNED OF MADAGASCAR 
 ON  

JAPANESE TECHNICAL COOPERATION PROJECT  
FOR  

THE IMPROVEMENT OF RURAL WATER SUPPLY MANAGEMENT AND HYGIENE PRACTICE 
IN 

 ATSIMO ANDREFANA REGION 
 
 
 
 

The Japan International Cooperation Agency (JICA) organized the Joint Terminal Evaluation Team 
(hereinafter referred to as “the Team”), from 1st December to 23rd December 2011, for the purpose of 
conducting the joint terminal evaluation for the technical cooperation project “The Project for 
Improvement of Rural Water Supply and Hygiene Practice in Atsimo Andrefana Region” (hereinafter 
referred to as “the Project”).  

 
During its stay, the Team has carried out intensive study and analysis of the activities and the prospect 

of achieving of the purpose and output of the Project, prepared the Joint Evaluation Report as Attachment  
hereto (hereinafter referred to as “the Report”), and presented it to the Joint Coordinating Committee 
(hereinafter referred to as “JCC”) held on 22nd December, 2011. 

 
After discussion on the major issues pointed out in the Report as in the Annex, JCC accepted the 

report. The representatives of the Japanese side and the Malagasy side for JCC agreed to report to their 
respective authorities concerned the matters referred to in the Report to ensure that necessary measures 
are taken for the achievement of the objective and the outputs of the Project, as well as its sustainability. 

 
 
 

Antananarivo, 23rd December, 2011 
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Mr. MATSUMOTO Shigeyuki  
Team Leader 
JICA Terminal Evaluation Team 

 
 
 
 
                                        
Mr. RANDRIAMAHERISOA Alain 
Director General 
Ministry of Water 

 
 
 
 
                                      
Mr. RAKOTOMAVO Marcel 
Evaluator from the Malagasy Side 
Potable Water Supply Support Section 
Ministry of Water 

 
 
 
 
                                          
Mr. ANDO Yusuke 
Chief Advisor 
JICA Expert Team 

 
 
 
 
                                      
Mr. RAVALOSON Andrianaritsifa 
Evaluator from the Malagasy Side 
Monitoring and Evaluation Section 
Ministry of Water 
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Annex 
 
 
 
1. Regarding the recommendations 1 and 14, in order to justify the extension of the project, 

it is necessary to identify and plan activities to be implemented. 
 

2. Regarding the recommendation 5, the capacity building of communes is under jurisdiction 
of the Ministry of Decentralization and Deconcentration (MDD). 

 
3. Regarding the recommendation 6, DREN and DRSP, in collaboration with DRE, are 

requested to use the developed sensitization tools to promote good hygiene practices. 
 
4. Regarding the recommendation 9, in order to strengthen capacity of communes as a key 

player in a decentralized system, DRE, in cooperation with the Ministry of Land 
Management (MAT) and / or technical and financial partners, will make continuous efforts 
to provide technical assistance to communes for elaboration of the Commune 
Development Plan of Water and Sanitation (PCDEA). PCDEA is a tool which is prepared 
before any intervention at the commune level. 

 
5. Regarding the recommendation 13, the Malagasy side replied that coordination is already 

provided by the Ministry of Water, but it can be strengthened. 
 
6. Regarding the lesson learnt 2, the Malagasy side clarified that it was not the policy 

framework, but the legal and institutional framework to which the project had to adapt. 
 
7. Regarding the "2.1 Background", the Malagasy side noted that it is necessary to refer to 

the figures of the database of water and sanitation in the Ministry of Water (BDEA). 
 
8. The Malagasy side pointed out that, in order to analyze advantages of the project, 

comparison with other projects would be necessary. 
 

9. The Malagasy side pointed out that an accumulated effect should be studied in the future, 
taking other past and ongoing projects into consideration. 
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マダガスカル国アッチモ・アンドレファナ県における 

給水施設維持管理能力と衛生行動改善計画プロジェクトにかかる 

給水施設維持管理体制よび第 3 年次活動についての 

国際協力機構（JICA）および 

マガダスカル国政府関係機関との間における 

議事録 

  
 
 
 

2012 年 02 月 27 日、アンタナナリボにて 

 
 
 
 
RANDRIAMAHERISOA Alain 
治水省総局長 
(RANOFIDIO ディレクター) 

 安藤 雄介 
プロジェクト総括 
日本テクノ株式会社 

   
証人 :   
   
   

Madame RAMANITRARIVO Onisoa 
Technicienne en Assainissement  et 
Génie Sanitaire  
Service de santé et de l’Environnement  
Ministère de la Santé Publique  
 

 Docteur ANDRIAMASY Voninahitra 
Chef de Service Médico-sociale Humaine  
Ministère de l’Education Nationale    
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2007 年 7 月 8 日に国際協力機構（以下 JICA という）とマダガスカル共和国政府機関との間

で調印された協議議事録（以下 R/Dという）、2009年 10月 8日に同じく両機関の間で調印さ

れた Revised R/D、更に 2011 年 2 月 15 日に調印された延長 R/D に基づき、「マダガスカル

国アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理能力と衛生行動改善計画プロジェ

クト」（以下プロジェクトという）について、JICA は、安藤雄介氏を総括とする日本人専門

家プロジェクトチームをマダガスカルに派遣した。 

 

2012 年 2 月 27 日に、プロジェクトチームは治水省 Alain RANDRIAMAHERISOA 氏を議長として

アンタナナリボのモーテル・アヌシ会議場で合同調整委員会（以下 JCC という）を開催し、

DRE、DREN、プロジェクトチームより現在までに達成した成果についての発表が行われ、マダ

ガスカル側と日本側で以下の点について議論が行われた。 

 

1.  プロジェクト延長の未承認について 

プロジェクト総括は、本日まで RANOFIDIO の 2013 年 3 月までの延長期間に係る日本国外務省の

承認がおりていないことを報告した。 

 

2.  Diorano-WASH における小委員会の設立の提案 

RANOFIDIO が直面した課題の「水料金・水税」「データベース」についての協議小委員会を設立

することが提案された。 

 

3. 他パートナーとの意見交換の提案 

他パートナーと RANOFIDIO のより深い意見交換が提案された。スペアパーツに関しては WATER 

AIDE から、モニタリングシステムについては MEDDEA から、より深い意見交換が提案された。 

 

4. Diorano-WASH 地方局の組織作りに対するプロジェクト側の介入の提案 

アッチモ・アンドレファナ県における水・衛生のアクターとして、DRE、DREN、DRS と協力し

て Diorano-WASH 地方局組織作り・組織稼動に関わることが提案された。 

 

 

別添 1： JCC参加者リスト 
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